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平成 28 年度 浜田市一般廃棄物処理実施計画 

（生活排水編） 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第 6 条第 1

項の規定に基づき、平成 28 年度浜田市一般廃棄物処理実施計画（生活排水編）

を次のとおり定める。 

 

1  処理する一般廃棄物の種類 

  生活排水 

 

2  処理区域 

  浜田市の全域 

 

3  計画期間 

  本計画の期間は、平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日までとする。 

 

4  収集する生活排水の種類 

  し尿及び浄化槽汚泥 

 

5  生活排水の排出状況、処理主体及び処理計画 

  生活排水の排出状況、処理主体並びに生活排水及びし尿・浄化槽汚泥の

処理計画は、原則として別紙のとおりとする。 

 

6  市民に対する広報・啓発活動等 

  浜田市が実施する、生活排水適正処理のための市民に対する広報・啓発

は、次のとおりとする。 

 ⑴ 「広報はまだ」での啓発 

 ⑵ 市ホームページでの啓発 

 ⑶ 地域学習や環境教育の実施 

 ⑷ パンフレットの作成 

 

7  その他 

  本処理計画に記載のない事項で処理する場合には、別途市民等に周知徹

底し、適正処理を図るものとする。 
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別紙 

1  生活排水の排出状況 

平成 27 年 3 月 31 日現在   

区  分    人  口 （人） 

行政区域内人口 58,990 

計画処理区域内人口 58,990 

 生活排水処人口 23,827 

 下水道人口 4,150 

浄化槽人口 19,677 

 合併浄化槽人口 13,105 

 補助合併人口 4,319 

その他合併人口 6,786 

その他合併人口（矯正施設） 2,000 

コミュニティ・プラント人口 1,705 

集落排水人口 4,867 

 農業集落排水人口 4,030 

漁業集落排水人口 837 

非生活排水処理人口 35,163 

生活排水処理率 40.4％ 

 

2  生活排水の処理主体 

処理施設の種類 対象となる生活排水の種類 処理主体 

公共下水道 し尿及び生活雑排水 浜田市 

集落排水処理施設 し尿及び生活雑排水 浜田市 

合併処理浄化槽 し尿及び生活雑排水 
浜田市 
個人等 

単独浄化槽 し尿 個人等 

し尿処理施設 し尿及び浄化槽汚泥 浜田市 
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3  生活排水の処理計画 

 ⑴ 公共下水道で処理する区域 

   公共下水道の整備計画区域とする 

 ⑵ 集落排水処理施設で処理する区域 

   集落排水の整備計画区域とする 

 ⑶ コミュニティ・プラントで処理する区域 

   コミュニティ・プラントの整備計画区域とする 

 ⑷ 浄化槽による処理を推進する区域 

   公共下水道、集落排水処理施設及びコミュニティ・プラントの計画区

域を除く浜田市全域を、浄化槽による処理の推進区域とする。  

 

4  し尿・浄化槽汚泥の処理計画 

区 分 し尿 浄化槽汚泥 

収集主体 許可業者 許可業者 

収集・運搬量 12,679kl/年 26,412kl/年 

収集区域 浜田市全域 浜田市全域 

収集回数 随時 随時 

収集方法 戸別収集方式 戸別収集方式 

搬入場所 浜田浄苑 

 

5  中間処理・処分計画 

 ⑴ 中間処理計画 

施設名 浜田浄苑 

所在地 浜田市治和町ロ 742-1 

処理方式 膜分離高負荷生物脱窒素処理方式+高度処理 

処理能力 
し尿 浄化槽汚泥 

47kl/日 78kl/日 

計画量 
し尿 浄化槽汚泥 

12,679kl/年 26,412kl/年 

 ⑵ 最終処分 

処分する種類 汚泥・し渣焼却灰 

処分方法 埋立 

計画量 82.7t/年 

施設名 浜田市埋立処分場 

所在地 浜田市生湯町 920 
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6  し尿収集等の許可業者 

 ⑴ 収集・運搬業 

 ア し尿 

業 者 名 住   所 備   考 

門田産業（有） 大辻町 40 浜田自治区内  

（有）浜田浄化センター 後野町 723 浜田自治区内  

（有）ダイヤ環境衛生 黒川町 108-22 浜田、金城自治区内  

（有）江津衛生公社 
江 津市 都 野 津 町
2307-12 

金城、旭、弥栄自治区内 

（有）石見環境整備 三隅町三隅 1355 三隅自治区内 

 イ 浄化槽汚泥 

業 者 名 住   所 備   考 

門田産業（有） 大辻町 40 浜田自治区内  

（有）浜田浄化センター 原井町 957 浜田自治区内  

（有）ダイヤ環境衛生 黒川町 108-22 浜田、金城自治区内  

（有）大成浄化センター 日脚町 283-1 浜田、金城自治区内  

（有）石見浄化槽センター 
江 津 市 都 野 津 町
2307-43 

浜田、金城、旭、弥栄自治区内  

（有）石見環境整備 三隅町三隅 1355 三隅自治区内  

（有）江津衛生公社 
江 津 市 都 野 津 町
2307-12 

金城、旭、弥栄自治区内の農業

集落排水事業による施設整備

地区に限る  

 ⑵ 浄化槽清掃業 

業 者 名 住   所 備   考 

門田産業（有） 大辻町 40 浜田自治区内  

（有）浜田浄化センター 原井町 957 浜田自治区内  

（有）ダイヤ環境衛生 黒川町 108-22 浜田、金城自治区内  

（有）大成浄化センター 日脚町 283-1 浜田、金城自治区内  

（有）石見浄化槽センター 
江 津 市 都 野 津 町
2307-43 

浜田、金城、旭、弥栄自治区内  

（有）石見環境整備 三隅町三隅 1355 三隅自治区内  

（有）江津衛生公社 
江 津 市 都 野 津 町
2307-12 

金城、旭、弥栄自治区内の農業

集落排水事業による施設整備

地区に限る  

 

 


